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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第48期

第３四半期連結
累計期間

第49期
第３四半期連結
累計期間

第48期
第３四半期連結
会計期間

第49期
第３四半期連結
会計期間

第48期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

営業収益 (百万円) 297,534 258,994 95,772 83,271 387,950

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 45,271 17,591 17,756 6,613 △67,720

四半期純利益又は当期
純損失(△)

(百万円) 18,901 15,839 6,468 6,251 △125,122

純資産額 (百万円) ― ― 432,351 300,919 283,189

総資産額 (百万円) ― ― 1,897,3021,611,6121,753,632

１株当たり純資産額 (円) ― ― 3,080.792,045.191,909.65

１株当たり四半期
純利益又は当期純損失
(△)

(円) 149.04 124.90 51.00 49.29 △986.64

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 139.45 111.76 45.64 44.10 ─

自己資本比率 (％) ― ― 20.6 16.1 13.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 81,549 89,237 ― ― 110,987

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,214 7,115 ― ― △29,911

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △104,234△113,992 ― ― △137,225

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 170,372 125,287 142,974

従業員数 (名) ― ― 5,684 4,730 5,292

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３  第48期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事業の

内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

主にインターネットによる各種情報提供サービスを行っておりました買う市株式会社(連結子会社)につ

いて、当第３四半期連結会計期間において全株式を売却したため関係会社に該当しなくなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名)
4,730
(863)

(注) １  従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

２  従業員数欄の(  )内は外数で、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)で

あります。

３  臨時従業員数には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 2,382

(注) １  従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２  従業員数が当第３四半期会計期間において387名減少しておりますが、主として業容の縮小に伴う退職者の増

加等によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【営業の実績】

当第３四半期連結会計期間における営業の実績は、次のとおりであります。ただし、全セグメントの営

業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「金融事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメントに関連付けて記載しておりません。

　

①  営業店舗数及び自動設備台数

区分

前第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

連結 当社 連結 当社

店舗 (店) 1,609 1,556 1,555 1,509

(うち有人店舗) (店) (359) (306) (194) (148)

(うち無人店舗) (店) (1,250) (1,250) (1,361) (1,361)

自動契約機 (台) 1,584 1,584 1,538 1,538

現金自動設備   (自社設置分) (台) 1,798 1,754 1,546 1,532

ローン申込機 (台) 209 209 179 179

(注) １  自動契約機及びローン申込機の台数は、総設置台数であります。
２  当社の顧客が利用可能な現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)の提携先数は以下のとおりであります。

前第３四半期連結会計期間末

民間金融機関380(うち銀行系110)、流通系７、信販系８、その他２、合計397

現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)118,035台

当第３四半期連結会計期間末

民間金融機関376(うち銀行系110)、流通系５、信販系７、その他２、合計390

現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)123,694台

３  当社は、上記以外に㈱ファミリーマート、㈱ローソンとの提携により、両社の国内店舗において入金受
付が可能であります。

　

②  種類別営業収益

種類別

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

(自  平成20年10月１日 (自  平成21年10月１日

  至  平成20年12月31日)   至  平成21年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

営業貸付金利息 　 79,546 83.1 64,427 77.4

その他の金融収益 　 155 0.2 20 0.0

商品売上高 　 141 0.1 759 0.9

その他の営業収益 　 15,928 16.6 18,064 21.7

　

 償却債権取立益 1,948 2.0 1,911 2.3

 あっせん収益 2,306 2.4 2,696 3.2

 買取債権回収高 3,282 3.4 3,215 3.9

 保証事業収益 6,465 6.8 7,351 8.8

 その他 1,926 2.0 2,890 3.5

営業収益合計 95,772100.0 83,271100.0

(注) １  「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息(「営業貸付金利息」を除く)などであります。
２  その他の営業収益の「その他」は、不動産賃貸収入、受取手数料収入などであります。
３  主な相手先別営業収益については、それぞれの相手先が営業収益に占める割合が100分の10未満である
ため、記載を省略しております。
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③  貸付金の種類別残高内訳

貸付種別

前第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日)
当第３四半期連結会計期間末

(平成21年12月31日)

件数
(件)

構成
割合
(％)

残高
(百万円)

構成
割合
(％)

平均約
定金利
(％)

件数
(件)

構成
割合
(％)

残高
(百万円)

構成
割合
(％)

平均約
定金利
(％)

消費者向

無担保
(住宅向を除く)

3,098,86099.91,596,13999.121.672,692,53999.91,363,72999.220.54

有担保
(住宅向を除く)

3,5080.1 13,8160.915.31 2,9170.1 10,6630.815.27

住宅向 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 3,102,368100.01,609,955100.021.622,695,456100.01,374,393100.020.50

事業者向

無担保 ― ― ― ― ― 3 0.0 5 0.013.05

有担保 35 0.0 159 0.012.00 978 0.0 551 0.012.00

計 35 0.0 159 0.012.00 981 0.0 556 0.012.01

合計 3,102,403100.01,610,115100.021.622,696,437100.01,374,950100.020.49

(注) 平均約定金利は、前（当）第３四半期連結会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。

　

④  資金調達内訳

借入先等

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日 (自  平成21年10月１日
  至  平成20年12月31日)   至  平成21年12月31日)

残高(百万円) 平均調達金利(％) 残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 740,562 1.91 639,201 1.90

その他 415,733 1.83 378,051 1.88

(うち社債・ＣＰ) (404,733) (1.81) (356,051) (1.84)

合計 1,156,295 1.88 1,017,252 1.89

自己資本 948,464 ― 764,948 ―

(うち資本金) (80,737) (―) (80,737) (―)

(注) １  自己資本は、資産の合計額より負債及び少数株主持分の合計額並びに配当金を控除し、引当金の合計額を加

えて算出しております。

２  平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額の割合

を基として算出しております。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しが見られる等、景気回復の兆

しが一部で見られたものの、失業率は高い水準にあり、依然として厳しい状況が続いております。また、先

行きについても、政府の緊急経済対策を背景に景気の持ち直しが期待できる一方で、雇用情勢の更なる悪

化や海外景気の下ぶれ懸念等、景気を下押しするリスクを抱えております。

一方、消費者金融業界におきましては、利息返還請求の高止まりや、貸金業法の完全施行を見据えた動

きに加え、近年の急激な資金調達環境の悪化から、業界各社は廃業や業容の縮小を余儀なくされ、業界大

手も経営体質の強化を迫られる等、経営環境は厳しい状態が続いております。

当第３四半期連結会計期間の当社グループの経営成績といたしましては、営業収益は83,271百万円

（前年同期比13.1％減）、経常利益は6,613百万円（前年同期比62.8％減）、四半期純利益は6,251百万円

（前年同期比3.4％減）となりました。

こうした中、当社グループでは、「コスト構造改革」、「不採算事業の見直し」、「グループ戦略の見直

し」、「営業戦略の見直し」を中心とした事業構造改革について、検討してまいりました。

なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

・金融事業

金融事業につきましては、債権の良質化に向けた与信の厳格化や、貸付金利の引き下げに伴う利回り

の低下等によって利息収入が減少したことから、当第３四半期連結会計期間の金融事業収益は、79,622

百万円（前年同期比15.0％減）となりました。

　

・その他の事業

当社グループでは、消費者金融事業で培った経営資源やノウハウを活用し、自社ＡＴＭの開放提携事

業や、テレマーケティング事業、金融事業向けシステム開発事業等を行っております。このような取り

組みの結果、その他の事業収益は、3,649百万円（前年同期比76.5％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の当社グループの資産合計残高は、1,611,612百万円（前期末比8.1％

減）、負債合計残高は1,310,692百万円（前期末比10.9％減）、純資産残高は300,919百万円（前期末比

6.3％増）となりました。これは、主として営業貸付金残高の減少に伴い、有利子負債の返済を行ったもの

であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間

末から5,549百万円減少し、125,287百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとお

りであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は33,096百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益5,695百万円、営業貸付金の減少60,073百万円等の資金増加要因と、非資金

科目である貸倒引当金の減少16,031百万円、利息返還損失引当金の減少13,780百万円等の資金減少要因

によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は6,204百万円となりました。主な要

因は、定期預金の純増額5,007百万円等であります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において財務活動により使用した資金は30,882百万円となりました。これ

は、社債の償還による支出22,100百万円、長期借入金の純減額10,322百万円等によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

今後の厳しい経営環境を踏まえ、当面の課題として、事業構造改革を着実に実行していくことで、新た

な環境に即した強靭な経営体質を早期に確立し、三井住友フィナンシャルグループにおける消費者向け

無担保ローン事業の担い手として、質・量ともにＮｏ．１企業を目指してまいります。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 134,866,665同左
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は50株であります。

計 134,866,665同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

平成20年７月８日及び平成20年７月９日  取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) 4,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数は50株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２

新株予約権の行使期間 (注)３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

(注)４

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権付社債からの分割譲渡はできない。

代用払込みに関する事項
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に
係る本社債を出資するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５

新株予約権付社債の残高(百万円) 42,000
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(注) １  本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額

面金額の総額を下記 (注)２記載の転換価額で除した数とする。但し、１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未

満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

２  (１)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、額面金額と同額とする。

(２)転換価額は、当初、2,820円とする。

(３)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発

行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得

請求権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株

式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。
　

　 　 　 　 既発行
＋
発行又は処分株式数×１株当たりの発行又は処分価額

調整後
＝
調整前

×
株式数 時価

転換価額 転換価額 既発行株式数＋発行又は処分株式数
　

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含

む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜

調整される。

３  当社が組織再編事由の提案（適用除外持株会社化に係る提案を除く。）について株主に最初に通知した日

（株主に対する通知を要しない場合には、当該組織再編事由の条項について最初に公表した日）及び平成27

年６月１日のいずれか早い日（以下「権利行使期間開始日」という。）から平成27年７月16日における新株

予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）までとする。

但し、①当社がクリーンアップ条項又は税制変更等のいずれかにより本社債を繰上償還する場合（税制変更

等による繰上償還を受けないことが選択された本社債を除く。）には、償還日の東京における３営業日前の日

における新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、②当社が組織再編行為を行う場合、上場廃止等又はスク

イーズアウトにより本社債が繰上償還される場合には、償還日の東京における３営業日前の日における新株

予約権行使受付代理人の営業終了時後、③本社債が本新株予約権付社債所持人の選択により繰上償還される

場合には、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に従って本社債の支払代理人に預託された時より後、④買

入消却の場合は、当社が本社債を消却した時より後、又は⑤当社が本新株予約権付社債の要項に定めるところ

により本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失後は、それぞれ、本新株予約権を行使

することはできないものとする。

但し、ア.いかなる場合も権利行使期間開始日より前及び平成27年７月16日より後は本新株予約権を行使する

ことはできないものとし、イ.当社が本新株予約権の取得条項に基づき取得通知を行った場合は、取得通知日

（同日を含まない。）の15日後の日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの間は本新株予約権を

行使することはできないものとし、また、ウ.当社が組織再編事由に際し承継会社等の新株予約権の交付等を

実行するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株予約権は、

当社が定める期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、当該組織再編効力発生日の14日後の日以前に

終了するものとする。）は行使することができないものとする。当社は、本新株予約権付社債所持人及び受託

会社に対して、上記ウ.記載の本新株予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期間を、当該停止期間が開始

する30日以上前に通知するものとする。

４  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は行使価額（修正又は調整された場合は修

正又は調整後の行使価額。）とし、同発行価格中資本に組入れる額は、当該発行価格の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

５  当社につき組織再編事由が生じた場合、本新株予約権付社債が組織再編効力発生日より前に償還されていな

い限り、当社は、承継会社等をして、本社債の債務を承継するための本新株予約権付社債の要項に定める措置

及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるものとする。また、かかる場合、当社は、承継会社

等の普通株式が当該組織再編効力発生日において日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるように

するものとする。「承継会社等」とは、合併の後存続又は設立される会社、当社の資産を譲り受ける会社、新設

分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移

転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の組織再編行為により本新株予約権付社債に基づく

当社の義務を承継する他の会社の総称とする。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

プロミス株式会社株式報酬型ストックオプション第１回新株予約権

平成21年７月30日  取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) 621

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数は50株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) 31,050 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当り 1 (注)２

新株予約権の行使期間 平成21年８月20日～平成61年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    783
資本組入額  392

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及
び執行役員規程を適用する顧問のいずれの地位をも喪
失した日の翌日から５年の間に新株予約権を行使する
ことができる。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、50株であります。

株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かか

る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的である株式の数についてのみ行われ、調整

の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数 ＝ 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

また、決議日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等

を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

２  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株当たり１円とし、これに目的である株式の数を乗じた金額とする。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 134,866― 80,737 ― 112,639
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(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(注) １  当第３四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社他６社から、平成21年

10月16日付で大量保有報告書の提出があり、その後、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社他

５社から、平成21年12月４日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、平成21年11月30日現在で以

下の６社が株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所

有株式数の確認ができておりません。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 725 0.54

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ、エヌ・エイ

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市
ハワード・ストリート400

432 0.32

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ・リミテッド

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コート
１

368 0.27

バークレイズ・キャピタル・セ
キュリティーズ・リミテッド

英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・
コロネード５

2,912 2.16

バークレイズ・キャピタル証券
株式会社

東京都千代田区大手町２－２－２ 295 0.22

バークレイズ・キャピタル・イ
ンク

米国 コネチカット州 ハートフォード コ
マーシャル・プラザ１ シーテー・コーポ
レーションシステム

81 0.06

計 ─ 4,814 3.57

　

２  当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社他１社から、平成21年10月21日付及び平成21年11

月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出がありました。最終提出日である平成21年11月19日付の大量

保有報告書の変更報告書では、平成21年11月13日現在で以下の２社が株式を所有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラ
ストタワー

2,596 1.93

エフエムアール エルエルシー
82 Devonshire Street, Boston,
Massachusetts 02109, USA

10,856 8.05

計 ─ 13,452 9.97

　
３  当第３四半期会計期間において、プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッドから、平成22

年１月４日付で大量保有報告書の提出があり、平成21年12月22日現在で以下の株式を所有している旨の報告

を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

プラチナム・インベストメント
・マネージメント・リミテッド

Level 8, 7 Macquarie Place, Sydney NSW
2000, Australia

6,845 5.08
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

8,051,350
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

126,793,750
2,535,875 ―

単元未満株式
普通株式

21,565
― ―

発行済株式総数 134,866,665― ―

総株主の議決権 ― 2,535,875 ―

(注)  １  「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれ

ぞれ500株(議決権10個)及び48株含まれております。

２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が18株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
プロミス株式会社

東京都千代田区大手町
１丁目２番４号

8,051,350 ― 8,051,3505.97

計 ― 8,051,350 ― 8,051,3505.97

(注)  当第３四半期会計期間末の自己株式数は、8,051,418株であります。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,699 1,372 1,3341,2271,023 902 726 786 734

最低(円) 1,227 1,258 1,196 896 879 490 509 548 554

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役
専務執行役員

営業推進部門、営業企画部門、
債権管理部門統轄

加 曽 利    勉 平成21年11月１日

　

(2) 役職の異動

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日

取締役会長 ────
代表取締役
取締役社長

最高執行役員 神  内  博  喜 平成21年11月１日

代表取締役
取締役社長

最高執行役員
代表取締役
取締役

副社長執行役員
経営企画部門統轄
兼 総合企画部担当

久  保      健 平成21年11月１日

取締役 ──── 取締役
常務執行役員
営業推進部門担当

鈴  木      哲 平成21年11月１日

取締役
常務執行役員
提携部門担当
兼 財務部担当

取締役
常務執行役員
財務部担当

田  代  智  彦 平成21年11月１日

取締役

専務執行役員
営業推進部門、
営業企画部門、
債権管理部門管掌
兼 与信管理部担当

取締役 ──── 渡  辺  光  哲 平成21年11月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)及び「特定金融会社等の会計の整理に関す

る命令」(平成11年総理府令・大蔵省令第32号)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 *3
 126,289 126,580

受取手形及び売掛金 728 428

営業貸付金 *2, *3, *5
 1,374,950

*3, *5
 1,539,430

割賦売掛金 *2
 82,561 83,212

有価証券 600 11,900

買取債権 25,853 25,509

短期貸付金 6,031 23,015

繰延税金資産 6,948 5,814

求償債権 33,164 28,134

その他 *3
 44,574

*3
 30,487

貸倒引当金 △258,773 △295,578

流動資産合計 1,442,928 1,578,934

固定資産

有形固定資産 *1
 65,470

*1
 67,271

無形固定資産

のれん 49,417 54,200

その他 12,206 13,771

無形固定資産合計 61,623 67,971

投資その他の資産

投資有価証券 *3
 22,993

*3
 21,398

その他 *3
 19,215

*3
 18,434

貸倒引当金 △619 △379

投資その他の資産合計 41,589 39,454

固定資産合計 168,684 174,697

資産合計 1,611,612 1,753,632
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 *3
 141,569 148,403

1年内償還予定の社債 89,100 57,200

コマーシャル・ペーパー 19,500 20,500

1年内返済予定の長期借入金 *3
 248,762

*3
 211,537

未払法人税等 1,184 2,269

賞与引当金 1,920 3,572

債務保証損失引当金 18,941 17,443

利息返還損失引当金 77,309 87,594

事業再構築引当金 － 391

その他の引当金 721 12,113

その他 43,033 31,453

流動負債合計 642,044 592,478

固定負債

社債 205,451 279,537

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 *3
 248,868

*3
 352,660

債権流動化債務 22,000 11,000

退職給付引当金 6,970 7,326

利息返還損失引当金 140,253 183,353

その他の引当金 50 375

その他 3,053 1,709

固定負債合計 668,648 877,963

負債合計 1,310,692 1,470,442

純資産の部

株主資本

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 127,332 127,332

利益剰余金 114,139 98,222

自己株式 △57,425 △57,425

株主資本合計 264,784 248,867

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 52 △1,463

為替換算調整勘定 △5,474 △5,230

評価・換算差額等合計 △5,422 △6,694

新株予約権 24 －

少数株主持分 41,533 41,016

純資産合計 300,919 283,189

負債純資産合計 1,611,612 1,753,632
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 249,545 202,173

その他の金融収益 526 100

商品売上高 412 2,505

その他の営業収益 47,049 54,215

営業収益合計 297,534 258,994

営業費用

金融費用 16,670 15,275

商品売上原価 372 543

その他の営業費用 *
 235,981

*
 225,541

営業費用合計 253,025 241,359

営業利益 44,509 17,634

営業外収益

受取利息及び配当金 803 347

持分法による投資利益 1,255 666

その他 449 396

営業外収益合計 2,508 1,410

営業外費用

支払利息 1,045 671

支払手数料 500 －

貸倒引当金繰入額 － 459

その他 200 322

営業外費用合計 1,746 1,453

経常利益 45,271 17,591

特別利益

固定資産売却益 61 48

投資有価証券売却益 650 40

賞与引当金戻入額 － 684

清算配当金 － 546

その他 173 25

特別利益合計 885 1,344
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

特別損失

前期損益修正損 64 －

固定資産売却損 89 3

固定資産除却損 866 309

減損損失 62 324

投資有価証券評価損 3,278 0

関係会社株式評価損 1,218 370

関係会社株式売却損 － 626

事業再編損 1,506 52

その他 661 5

特別損失合計 7,747 1,694

税金等調整前四半期純利益 38,410 17,242

法人税、住民税及び事業税 4,659 2,697

法人税等調整額 12,480 △2,192

法人税等合計 17,139 505

少数株主利益 2,369 896

四半期純利益 18,901 15,839
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 79,546 64,427

その他の金融収益 155 20

商品売上高 141 759

その他の営業収益 15,928 18,064

営業収益合計 95,772 83,271

営業費用

金融費用 5,487 5,192

商品売上原価 121 138

その他の営業費用 *
 72,889

*
 71,181

営業費用合計 78,499 76,512

営業利益 17,273 6,759

営業外収益

受取利息及び配当金 221 96

持分法による投資利益 534 272

その他 138 119

営業外収益合計 894 487

営業外費用

支払利息 294 208

貸倒引当金繰入額 － 325

その他 116 99

営業外費用合計 411 633

経常利益 17,756 6,613

特別利益

固定資産売却益 26 0

投資有価証券売却益 26 －

関係会社株式売却益 62 －

清算配当金 － 81

その他 － 5

特別利益合計 115 87

特別損失

固定資産除却損 215 91

投資有価証券評価損 3,274 －

関係会社株式評価損 － 370

関係会社株式売却損 － 499

その他 116 45

特別損失合計 3,607 1,006

税金等調整前四半期純利益 14,264 5,695

法人税、住民税及び事業税 1,389 496

法人税等調整額 5,722 △1,203

法人税等合計 7,112 △706

少数株主利益 684 150

四半期純利益 6,468 6,251
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 38,410 17,242

減価償却費 6,117 5,727

のれん償却額 4,782 4,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56,844 △36,729

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △37,946 △53,384

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △10,176

営業貸付金の増減額（△は増加） 137,620 164,480

売上債権の増減額（△は増加） △10,326 832

求償債権の増減額（△は増加） － △5,030

債権流動化債務の増減額（△は減少） 11,000 11,000

その他 △2,449 △5,939

小計 90,362 92,804

利息及び配当金の受取額 776 867

利息の支払額 △1,045 △676

法人税等の支払額 △8,543 △3,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,549 89,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △5,767 △1,883

有価証券の増減額（△は増加） △400 11,300

無形固定資産の取得による支出 △5,825 △2,274

関係会社株式の取得による支出 △1,844 △87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ *2
 △76

貸付けによる支出 △8,010 △605

貸付金の回収による収入 7,265 156

その他 2,367 587

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,214 7,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,000 △1,000

短期借入れによる収入 102,654 284,430

短期借入金の返済による支出 △195,462 △288,315

長期借入れによる収入 141,781 91,827

長期借入金の返済による支出 △152,530 △158,394

社債の発行による収入 41,861 －

社債の償還による支出 △38,200 △42,200

配当金の支払額 △5,072 △276

その他 △266 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,234 △113,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143 △202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,043 △17,840

現金及び現金同等物の期首残高 205,052 142,974

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 153

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 364 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 *1
 170,372

*1
 125,287
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したためカーコンビニ

倶楽部㈱を連結の範囲に含めております。

第３四半期連結会計期間において、買う市㈱の全株式を売却した

ため、同社を連結の範囲から除外しております。

 

　 (2) 変更後の連結子会社の数

16社

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「賞与引当金戻入額」は、特別利益

総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３

四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「賞与引当金戻入額」は107百万円であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「求

償債権の増減額(△は増加)」は重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしてお

ります。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる

「求償債権の増減額(△は増加)」は△3,468百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

繰延税金資産の算定方法 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降

に経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使

用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によ

り算定しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額   38,569百万円※１  有形固定資産の減価償却累計額   38,651百万円

※２  債権流動化

債権流動化に伴い、当第３四半期連結会計期間末
において、割賦売掛金14,625百万円がオフバランス
となっております。
また、この他に割賦売掛金11,000百万円及び営業

貸付金11,000百万円を信託受益権として流動化して
おります。

  ２         ──────────

※３  担保に供している資産及びその対応する債務

①  担保に供している資産

種類
第３四半期末帳簿価額

(百万円)

現金及び預金 1,266

営業貸付金 49,466

その他 1

計 50,734

 

②  対応する債務

科目
第３四半期末残高
(百万円)

短期借入金 1,266

1年内返済予定の長期借入金 35,922

長期借入金 10,882

計 48,070

上記のほか、営業貸付金240,723百万円について、

債権譲渡予約契約を締結しております。これに対応

する債務は、長期借入金236,890百万円(１年内返済

予定111,842百万円を含む。)であります。

また、流動資産のその他のうち差入保証金16,445

百万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに対

するヘッジ取引(通貨スワップ取引)の担保に、投資

有価証券のうち22百万円は、営業保証の担保に供し

ております。

※３  担保に供している資産及びその対応する債務

①  担保に供している資産

種類
期末帳簿価額
(百万円)

営業貸付金 58,569

その他 1

計 58,571

　 　

 

②  対応する債務

科目
期末残高
(百万円)

1年内返済予定の長期借入金 22,678

長期借入金 33,816

計 56,494

　 　

上記のほか、営業貸付金235,908百万円について、

債権譲渡予約契約を締結しております。これに対応

する債務は、長期借入金231,631百万円(１年内返済

予定96,416百万円を含む。)であります。

また、流動資産のその他のうち差入保証金2,707百

万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに対す

るヘッジ取引(通貨スワップ取引)の担保に、投資有

価証券のうち22百万円は、営業保証の担保に供して

おります。

 

  ４  偶発債務

(1) 信用保証業務の保証債務 535,386百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保証

先がありますが、これは保証先の未収利息不算出の

ためであります。

  ４  偶発債務

(1) 信用保証業務の保証債務 496,124百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保証

先がありますが、これは保証先の未収利息不算出の

ためであります。

(2) 新株予約権付社債の繰上償還債務 2,100百万円

平成20年７月発行の当社2015年満期ユーロ円建取

得条項付転換社債型新株予約権付社債（発行総額：

42,000百万円）には、新株予約権付社債所持人の選

択により平成25年７月24日において社債額面金額の

105％である44,100百万円で繰上償還を請求するこ

とが可能な繰上償還条項が付されており、当該繰上

償還条項に基づき発行総額の５％の2,100百万円を

繰上償還債務として認識しております。

(2)          同左
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当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※５  不良債権の状況

区分
金額
(百万円)

破綻先債権 2,213

延滞債権 18,550

３カ月以上延滞債権 29,430

貸出条件緩和債権 86,449

計 136,643

 

①  破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取り立て又は弁済の見込みがないも

のとして、未収利息を計上しなかった貸付金(以

下、「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、

更生債権その他これらに準ずる債権であります。

※５  不良債権の状況

区分
金額
(百万円)

破綻先債権 3,234

延滞債権 13,129

３カ月以上延滞債権 27,117

貸出条件緩和債権 100,588

計 144,069

 

①        同左

②  延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破

綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再建

又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶

予したもの以外の債権であります。

②        同左

 

③  ３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい

る貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。

③        同左

 

④  貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進

することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務者

に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。

④  貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進

することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務者

に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。

なお、86,449百万円のうちには、延滞日数が30日

以内のものが78,622百万円含まれております。

なお、100,588百万円のうちには、延滞日数が30

日以内のものが91,429百万円含まれております。
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(四半期連結損益計算書関係)

　

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※  その他の営業費用の主要な項目の内訳

貸倒引当金繰入額 82,114百万円

債務保証損失引当金繰入額 10,868百万円

利息返還損失引当金繰入額 36,582百万円

従業員給料及び賞与 20,797百万円

賞与引当金繰入額 4,987百万円

支払手数料 25,127百万円

※  その他の営業費用の主要な項目の内訳

広告宣伝費 7,353百万円

貸倒引当金繰入額 91,571百万円

債務保証損失引当金繰入額 11,828百万円

利息返還損失引当金繰入額 25,328百万円

従業員給料及び賞与 18,791百万円

支払手数料 22,677百万円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※  その他の営業費用の主要な項目の内訳

貸倒引当金繰入額 23,288百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,896百万円

利息返還損失引当金繰入額 11,680百万円

従業員給料及び賞与 7,021百万円

賞与引当金繰入額 1,164百万円

支払手数料 8,408百万円

※  その他の営業費用の主要な項目の内訳

貸倒引当金繰入額 27,253百万円

債務保証損失引当金繰入額 4,176百万円

利息返還損失引当金繰入額 8,289百万円

従業員給料及び賞与 6,333百万円

退職給付費用 2,742百万円

支払手数料 6,987百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 156,429百万円

有価証券勘定 11,400百万円

短期貸付金勘定 23,462百万円

      計 191,292百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金及び譲渡性預金
△16,448百万円

現先運用以外の短期貸付金 △4,470百万円

現金及び現金同等物 170,372百万円
 

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 126,289百万円

有価証券勘定 600百万円

短期貸付金勘定 6,031百万円

      計 132,920百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金及び譲渡性預金
△6,599百万円

現先運用以外の短期貸付金 △1,032百万円

現金及び現金同等物 125,287百万円

  ２            ──────────

 

※２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳
 

買う市㈱

流動資産 366百万円　 流動負債 124百万円

固定資産 310百万円　 固定負債 ─百万円

資産合計 676百万円　 負債合計 124百万円
　

株式の売却価額 53百万円

現金及び現金同等物 △129百万円

差引：売却による支出 △76百万円
 

  ３  重要な非資金取引の内容

当連結会計年度において、㈱Ｄｏフィナンシャル

サービスと合併いたしましたエス・ピー・エフ㈱か

ら継承した資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

あります。

また、合併によって増加した資本金は1,000百万

円であります。

流動資産 4,327百万円　 流動負債 3,410百万円

固定資産 87百万円　 固定負債 1百万円

資産合計 4,414百万円　 負債合計 3,412百万円
 

  ３            ──────────
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(株主資本等関係)

　

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 134,866,665

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,051,418

　

３  新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
(株)

当第３四半期
連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 ─ ─ 24

合計 ─ 24

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間末後となるもの

該当事項はありません。

　

５  株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)
　

全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「金融事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)
　

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)
　

海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。

　

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認め

られます。

区分 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1)  株式 7,446 8,093 647

(2)  債券 　 　 　

国債・地方債等 21 22 0

(3)  その他 ─ ─ ─

計 7,468 8,116 648

(注) １  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第３四半期連結累計期間において、その他

有価証券で上場株式について、０百万円減損処理を行っております。

２  減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％

未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行っております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 2,045.19円
　

　 　

　 1,909.65円
　

　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 300,919 283,189

普通株式に係る純資産額(百万円) 259,362 242,173

差額の主な内訳(百万円) 　 　

新株予約権 24 ─

少数株主持分 41,533 41,016

普通株式の発行済株式数(千株) 134,866 134,866

普通株式の自己株式数(千株) 8,051 8,051

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株)

126,815 126,815

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益 149.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 139.45円
　

１株当たり四半期純利益 124.90円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 111.76円
　

　
(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 18,901 15,839

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 18,901 15,839

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,817 126,815

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 8,719 14,908

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

― ―
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益 51.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 45.64円
　

１株当たり四半期純利益 49.29円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 44.10円
　

　
(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 6,468 6,251

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 6,468 6,251

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,816 126,815

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 14,893 14,924

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

平成22年１月28日開催の当社取締役会において、抜本的なコスト構造の改革、営業体制の変革、金融事業への経営

資源集中による収益基盤の確保を柱とした「事業構造改革プラン」について決議いたしました。その主な内容は以

下のとおりであります。

１. 当社営業組織の再構築
全国に148店(平成21年12月末時点)ある有人店舗を平成23年３月末までに全廃し、営業債権の管理とマネジメ

ント機能等を新設する８つのセンターに集約、営業に関わる定型業務については新設する事務センター１箇所に
集約いたします。また、新たに対面によるカウンセリング業務等を行う地域営業拠点を全国20箇所を目処に設置
いたします。

２. 人員の効率化 
上記の営業組織の再構築に加え、本社部門の統合やグループ会社の再編により前事業年度末、単体で2,911名、

連結グループで5,292名であった従業員数を、平成23年３月末までに単体で1,800名、連結グループで3,700名ほど
まで削減いたします。なお、削減方法等の詳細については現時点では未定であります。

３. 不採算事業からの撤退
本業である金融事業への経営資源の集中を図るため、カーコンビニ倶楽部㈱(連結子会社)他の自動車関連事業

に関しては、早期売却を目指します。また、これらの事業における資金決済ニーズを中心に割賦商品等の金融サー
ビスを提供してきた㈱Ｄｏフィナンシャルサービス(連結子会社)については、事業の縮小を進めてまいります。
さらに、クレジットカード事業を営んでおります㈱エージーカード(連結子会社)については、事業及び債権を

以下のとおり分割して譲渡することにより事業の縮小を進めてまいります。
(1) キャッシング事業 (2) ショッピング事業

①譲渡する相手会社の名称:三洋信販㈱(連結子会社) ①譲渡する相手会社の名称:㈱エージークラブ

②譲渡日:平成22年３月中旬予定 ②譲渡日:平成22年４月１日予定

③譲渡する資産:営業貸付金(金額未定) ③譲渡する事業及び資産:
  一部ショッピング事業及び割賦売掛金(金額未定)

④譲渡価額:未定 ④譲渡価額:未定

４. グループ会社の再編
グループ内における重複事業を整理統合し効率化を進め、グループ全体での収益力強化を図ります。
(1) 当社と１００％子会社の合併

　 ① 合併する相手会社の名称、主な事業内容、規模 (平成21年３月期)

　 　 a. 三洋信販㈱ (消費者金融事業)
営業収益： 64,839百万円、当期純利益：  4,489百万円、従業員数：   519名
資産    ：241,561百万円、負債      ：198,157百万円、純資産  ：43,404百万円

　 　 b. 朝日エンタープライズ㈱ (三洋信販㈱への投資)
売上高  ：     －百万円、当期純利益： △ 449百万円、従業員数：    －名
資産    ：105,891百万円、負債      ：100,151百万円、純資産  ： 5,740百万円

　 ② 合併の方法

　 　 当社を存続会社とする吸収合併方式

　 ③ 合併の比率、合併交付金の額、引き継ぐ資産・負債の額等

　 　 未定

　 ④ 合併の時期

　 　 合併契約書締結日: 平成22年５月予定       合併期日(効力発生日): 平成22年10月１日予定

(2) サービサーの統合

　 ① 合併する会社の名称、主な事業内容、規模（平成21年３月期)

　 　 a. 三洋信販債権回収㈱ (債権管理回収事業)
営業収益: 7,970百万円、当期純利益:  419百万円、従業員数:  177名
資産    :12,484百万円、負債      :6,198百万円、純資産  :6,285百万円

　 　 b. パル債権回収㈱ (債権管理回収事業)
営業収益: 8,446百万円、当期純利益:2,654百万円、従業員数:  164名
資産    :11,100百万円、負債      :5,851百万円、純資産  :5,248百万円

　 ② 合併の方法

　 　 三洋信販債権回収㈱を存続会社とする吸収合併方式

　 ③ 合併の比率等

　 　 完全子会社同士の合併であり、新株の発行及び合併交付金の支払はありません。

　 ④ 合併の時期

　 　 合併契約書締結日: 未定         合併期日(効力発生日) : 平成22年４月１日予定

(3) 海外事業

　 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.を通じて、中国本土を中心にアジア地域での新たな進出を進めます。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

プロミス株式会社

取締役会  御中

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    友    滋    尊    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    能    勢          元    印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプロ

ミス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

１. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、一部の国

内連結子会社は、第２四半期連結会計期間より買取債権回収高の計上方法を変更している。

２. 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、新株予約権付社債の繰上償還条項に

基づく繰上償還債務として、発行総額の５％である2,100百万円を偶発債務として記載している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月10日

プロミス株式会社

取締役会  御中

　

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    友    滋    尊    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    能    勢          元    印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプロ

ミス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株式会社及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。
　

追記情報

1. 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、新株予約権付社債の繰上償還条項に基

づく繰上償還債務として、発行総額の５％である2,100百万円を偶発債務として記載している。

2. 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は平成22年１月28日開催の取締役会におい

て、抜本的なコスト構造の改革、営業体制の変革、金融事業への経営資源集中による収益基盤の確保を柱

とした「事業構造改革プラン」について決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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